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• はじめに

• ESG金融・投資とはなにか

• ESG投資に関わる取り組み等

• おわりに：環境カウンセラーとして

なにができるのか

はじめに

• ESG金融・投資について知る

• ESG投資と社会との関係について知る

• 環境カウンセラーとしてなにができるのかを
考える

持続可能性と経済環境

• SDGs・パリ協定

• ESG投資・ダイベストメント（投資撤退）

持続可能な開発の概念が実装されてきている。

社会環境と自然環境と経済環境との両立を志向
する重要性が増してきている。
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経営戦略要因←環境コスト

• 消費者

環境負荷の低い製品・サービスの提供

• 投資家・株主・金融

• 競合他社

• 従業員

• 政府・法規規制・規格化

• 地域社会

• 自然環境の保護

リスクの開示

ESG投資と合理性

• ESG投資という制度に対する行為としての経営行動は目
的合理性か価値合理性か？

• ESG情報の開示を求める側は価値合理性

• 情報開示への対応・手段は目的合理性

• しかし、情報開示をする側も価値的な基準での開示を行うこと
が考えられるため、価値合理性の側面もある。
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事業リスクと信頼性

• 事業リスクへの対応は信頼性につながる

• 利潤は、経営の結果であり、未来志向的活動に対
する準備でもある。

• 「未来費用」に対する準備が必要。

ゴーイングコンサーン（going concern）

継続企業の前提（ going concern assumption ）
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ESG投資の背景

• 投資のリスク（投資先企業のリスク）

• 価値観の変化

• どのような社会を作るのか？

• すべての企業が潜在的には対象となる。

• Eは進んでいる。S、Gはあまり進んでいない。Sは評価の
基準に統合された指標がないから、Gはこれまでの統治へ
の反省が少ないこともある。

• E：定量化してきている。 S・Gは定性的データがまだ多い。
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9

• 機関投資家が環境・社会・ガバナンス（ESG）の課題を投資の意思決
定や所有慣習に組み込み、受益者のために長期的な投資成果を向上さ
せることを目的とした原則

• PRI原則では「（ある程度の会社間、業種間、地域間、資産クラス間、
そして時代ごとの違いはあるものの）環境、社会、企業統治（ESG）の
問題が運用ポートフォリオのパフォーマンスに影響を及ぼすことが可能で
あると信じる」とされている。

• 2006年にコフィ・アナン国連事務総長が発案。

• 国連グローバルコンパクトと国連環境計画金融イニシアティブ（UNEP
FI）が共同で策定した責任投資原則。

PRI原則（Principles for Responsible Investment） 責任投資原則（PRI）
• PRIは、署名機関による国際的ネットワークと協力し、責任投資原則の6つの原則を

実践に移すこと目的としています。PRIは、環境・社会・ガバナンス（ESG）課題
の投資への影響を理解し、署名機関がESG要因を投資及び所有者の意思決定に組
み込むための支援を提供しています。

6つの原則

• 私たちは投資分析と意思決定のプロセスにESG課題を組み込みます。

• 私たちは活動的な所有者となり、所有方針と所有習慣にESG問題を組入れます。

• 私たちは、投資対象の企業に対してESG課題についての適切な開示を求めます。

• 私たちは、資産運用業界において本原則が受け入れられ、実行に移されるよう働き
かけを行います。

• 私たちは、本原則を実行する際の効果を高めるために、協働します。

• 私たちは、本原則の実行に関する活動状況や進捗状況に関して報告します。
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国連環境計画・金融イニシアチブおよび
国連グローバル・コンパクトとのパートナーシップによる投資家イニシアチブ
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• 環境（Environment）、社会（Society）、企業統治（Governance）という非財務
項目を投資分析や意思決定に反映させる投資。

• 環境に対する社会的な関心が高まり、環境配慮活動などの企業の社会的責任
（CSR）に基づいた活動に取り組む企業が増えるとともに、金融機関の投資判断
プロセスに投資先の環境配慮や社会的側面を考慮する社会的責任投資（SRI）に
対しても関心が高まっている。

• 企業がESGの課題に適切に配慮・対応すること、また、そのことを評価して投資す
る株主の存在が、地球環境問題や社会的な課題の解決・改善、さらに、資本市
場の健全な育成・発展につながり、持続可能な社会の形成に寄与すると考えられ
ている。

• 財務の観点からのみ投資に加え、環境問題への取り組みや、株主、顧客、従業員、
地域社会など、利害関係者（ステークホルダー）に対し、いかにCSR（企業の社
会的責任）を果たしているかをチェックして、投資する。

ESG投資
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令和３年度環境省重点施策
～ ｢３つの移行｣による経済社会の ｢リデザイン(再設計)｣ ～

令和2年12月・環境省

２．「３つの 移行 」 を支える横断的取組
２－１．ESG金融 やナッジなどを活用した社会変革

３つの移行を加速するためには、経済社会の構造を変える横断的な仕組みづくりが重要である。経済
を動かす資金の流れを変革を加速化する方向へ誘導し、さらにその流れを太くしていく。また、あらゆ
る手段を活用して個人や企業の行動変容、イノベーション創出 を促していく。

こうした観点から、ESG 金融やその発展形である インパクトファイナンス （環境・社会・経済へのポ
ジティブなインパクトを追求する投融資）を強力に後押しする とともに、分散型の持続可能な社会づくり
に向けて 地域におけるESG金融の普及展開 を図る 。

また、脱炭素経営の後押しやブロックチェーンを活用したCO2 排出クレジットの取引促進、 イノベ－
ション創出に向けた 環境分野の スタートアップ への 支援 を進める。
さらに、「新たな日常」の下での行動変容につなげるための 幅広い施策へのナッジ手法の積極的活用
を進める。

３つの移行：「脱炭素社会への移行」
「循環経済への移行」
「分散型社会 への移行」
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「選択と集中」～社会変革のための環境省改革～
令和２年８月３日 環境省「選択と集中」実行本部

（４） ＥＳＧ金融やナッジを活用した社会変革
○脱炭素社会、循環経済、分散型社会への３つの移行を加速するためには、コロナショック後の景気回復

に向けた資金の流れを、旧来型の経済社会構造への回帰に振り向けるのではなく、社会変革の加速化
の方向へ誘導し、さらにその流れを太くしていかなければならない。こうした観点から、従来のESG 金
融の促進からさらに踏み込んで、ESG 金融の発展形である「インパクトファイナンス」（環境・社会・
経済へのポジティブなインパクトを追求する投融資）を強力に後押しするための新たな取組を開始する。

○また、ウイズコロナ・ポストコロナの社会における「新たな日常」の下での行動変容や新たなビジネス
モデルを単なる感染防止のみならず、社会変革に沿った方向へとつなげていくことが重要である。この
ため、環境省の幅広い施策へナッジの手法を積極的に活用し、社会変革に向けた施策の効果の最大化
を目指すとともに、環境分野のスタートアップ企業を支援し、埋もれた技術や人材を発掘していく。

○さらに、環境省自身ひいては政府全体の政策も変えていく。環境政策を通じて、経済・社会的課題の解
決にも寄与するという視点をあらゆる政策に組み込み、強化していくことを通じ、霞が関全体における課
題の同時解決の視点のビルドインに先鞭をつける。特に、今般のコロナショックを受け、失業率が上昇
していることを踏まえ、地域における雇用の創出に重点を置いた政策を展開していく。
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「選択と集中」～社会変革のための環境省改革～
令和２年８月３日 環境省「選択と集中」実行本部

【新たなアクションの方向性】
・「インパクトファイナンスの基本的考え方」（令和２年７月発表）に基づき

ESG金融の発展形としての「インパクトファイナンス」を推進
・ESG 地域金融の普及展開に向けた新たな「共通ビジョン」の策定

・気候変動対策のみならず、幅広い政策分野においてナッジの手法を活用
した行動変容を促進

・イノベーションの創出に向けた環境スタートアップ支援パッケージ
・環境省の施策・事業について、SDGs の観点からPDCA サイクルを回す

新たな仕組みの導入（令和２年度から試行）
・国立公園への誘客促進事業において、新型コロナウイルス感染症の収束

までの間の雇用の維持・確保のための事業を追加（令和２年度１次補正で
実施済。環境省として雇用の維持・確保を位置付けた事業は初。）
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インパクトファイナンスの基本的考え方
令和2年7月15日

ESG金融ハイレベル・パネル ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース

本文書で取り扱う「インパクトファイナンス」とは、投融資において環境・
社会・経済へのインパクトを追求する多様な動きのうち、ESG 金融の発
展形として適切なリスク・リターンを追求するものである。

本文書においては、その中でも、「中長期的な視点に基づき、個々の金
融機関/投資家にとって適切なリスク・リターンを確保しようとする」もの
を「インパクトファイナンス」と位置づけ、検討の射程とした。

インパクトファイナンスは、従来のESG 投融資と比較すると、明確にイン
パクトを意図する点及びインパクトの測定を行う点がその特徴である。こ
うしたインパクト重視の観点から、インパクトファイナンスはESG インテグ
レーションやエンゲージメント、サステナビリティ・テーマ型投資の実践を
深めようとするESG 投融資の発展形として考えることができる。
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インパクトファイナンスの基本的考え方
令和2年7月15日

ESG金融ハイレベル・パネル ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース

２．インパクトファイナンスの定義
〇 本文書における「インパクトファイナンス」とは、次の①～④の要素全
てを満たすものをいう。

要素① 投融資時に、環境、社会、経済のいずれの側面においても重大
なネガティブインパクトを適切に緩和・管理することを前提に、少
なくとも一つの側面においてポジティブなインパクトを生み出す意
図を持つもの

要素② インパクトの評価及びモニタリングを行うもの
要素③ インパクトの評価結果及びモニタリング結果の情報開示を行うもの
要素④ 中長期的な視点に基づき、個々の金融機関/投資家にとって適切

なリスク・リターンを確保しようとするもの
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インパクトファイナンスの基本的考え方
令和2年7月15日

ESG金融ハイレベル・パネル ポジティブインパクトファイナンスタスクフォース

３．インパクトファイナンスの意義

〇 投融資や企業の事業活動におけるポジティブなインパクトへの意図や
コミットメントが可視化されることにより、投融資先企業や金融機関/投資
家自身の価値・競争力の維持・向上につながるとともに、それらが両輪
となって拡大することで、アフターコロナの社会づくりの軸となる社会全体
のサステナビリティ向上を支えるものとなる。

おわりに

• ESGコミュニケーションのためのプロデューサーになる。

• ESG、特にE（環境）について定量的データと定性的データを用い
て説明ができ、長期的および短期的な社会的影響を企業活動の視
点から説明ができる。

• 未来への希望に満ちた言葉で説明ができる。

• 環境カウンセラーとして現在を未来につなげる、あるいは、未来を
現在につなぐために、「社会を変える（社会変革）」という文脈の
中で何ができるのかを考えるのもよいかもしれない。

• 「環境起業家（企業家）」としての視点で考え、行動できる。
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